支店等新規開設促進補助金交付申請に必要な付属書類（抜粋）
　②新規常用雇用者一覧

　　・支店等の開設日の６月前の日以降交付申請日までに採用された新規常用雇用者を一覧表形式で記載。

　　・「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」、
　　　「雇用保険被保険者資格取得確認通知書（新規雇用者の場合）」又は
　　　「雇用保険被保険者転勤届受理通知書（異動者の場合）」の写しを添付。
※不明な点がありましたら企業誘致・投資促進課（担当：眞田　086-226-7374）までお問い合わせ願います。
